
  

【承認日：令和元年７月４日】 

調査計画全文 

 

１ 調査の名称 

  経済センサス-活動調査 試験調査 

 

２ 調査の目的 

「統計改革推進会議最終取りまとめ」におけるGDP統計を軸とした経済統計の改善に向けた提

言、平成28年経済センサス‐活動調査の実施状況を踏まえて見直しを行う調査事項、調査票及び

調査事務について実地の検証を行い、令和３年経済センサス‐活動調査の実施計画策定に必要な

基礎資料を得ることを目的とする。 

 

３ 調査対象の範囲 

（１） 地域的範囲 

ア 調査員調査（調査員による調査） 

宮城県登米市・大崎市、埼玉県さいたま市・朝霞市、東京都品川区・荒川区、福井県越前

市・坂井市、三重県四日市市・松阪市、岡山県岡山市・倉敷市、愛媛県松山市・西条市、

鹿児島県鹿児島市・霧島市（８都県16市区） 

イ 直轄調査（国による調査） 

全国 
 

（２）属性的範囲 

ア 調査員調査 

個人経営、会社及び会社以外の法人のうち、以下を除く民営事業所を対象とする。 

【日本標準産業分類】 

    Ａ 農業、林業 

    Ｂ 漁業 

    Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 

    Ｅ 製造業 

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業のうち792 家事サービス業 

Ｒ サービス業（他に分類されないもの）のうち934 政治団体、94 宗教、96 外国公

務 

 



  

イ 直轄調査 

   会社及び会社以外の法人のうち、以下を除く民営企業を対象とする。 

   【日本標準産業分類】 

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業のうち792 家事サービス業 

Ｒ サービス業（他に分類されないもの）のうち934 政治団体、94 宗教、96 外国公

務 

 

４ 報告を求める者 

（１） 数 

ア 調査員調査 

約4,500事業所（国が指定する調査区に所在する単独事業所及び新設事業所） 

イ 直轄調査 

約9,000企業（国が指定する企業） 

 

（２） 選定の方法（（□全数 □無作為抽出 ■有意抽出） 

ア 調査員調査 

平成26年に実施した経済センサス‐活動調査 試験調査の対象事業所、令和元年６月から開

始される経済センサス‐基礎調査の調査票配布対象事業所等と重複しない事業所を選定す

る。 

イ 直轄調査 

産業ごとの売上金額や産業展開（単一産業又は複数産業）を考慮して企業を選定する。 

 

（３）報告義務者 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１） 報告を求める事項 

別添１「調査事項一覧」及び別添２「調査票構成及び様式」のとおり。 

（２）基準となる期日又は期間 

令和元年年10月１日現在とする。 

ただし、売上等の経理項目については平成30年１月１日から12月31日までの１年間、年初商

品手持額については平成30年初現在、年末商品手持額については平成30年末現在とする。 

 

 



  

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１） 調査組織 

ア 調査員調査 

国‐都県‐市区‐調査員‐事業所 

イ 直轄調査 

国‐企業 

（２）調査方法（■調査員調査 ■郵送調査 ■オンライン調査 ■その他（電子媒体）） 

ア 調査員調査 

・ 調査員が事業所の新設・廃業等を確認 

・ 調査員による調査票への回答依頼、調査票等の配布 

・ インターネットによる回答又は調査員が記入済みの調査票を回収 

イ 直轄調査 

・ 国が契約した民間事業者を活用し、報告者である企業に対し郵送により調査票等を配布 

・ インターネットによる回答又は郵送により記入済みの調査票を回収 

 ※ 本所事業所の希望に応じ、電子媒体（CD-R等）の調査票による回答が可能 

 

７ 報告を求める期間 

（１） 調査の周期 

１回限り 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

令和元年９月中旬～11月下旬 

 

８ 集計事項 

別添３「集計事項一覧」のとおり。 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

本試験調査は、令和３年調査の実施計画の策定に向け、調査事項、調査票、調査事務及び回答

状況について検証を行うために実施するものであり、調査対象を有意に抽出していることから、

一般的な調査統計における集計表とは性格が異なる。 

このため、本試験調査の調査結果は広く一般に公表するものではなく、令和３年調査の実施計

画策定のために開催している外部有識者からなる研究会の資料として公表するものとする。 

 

 



  

10 使用する統計基準 

調査対象の範囲の確定及び集計結果の表示に当たっては、日本標準産業分類を使用する。 

 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

書類等の名称 保存期間 保存責任者 

１ 記入済み調査票 ３年 総務省統計局長 

２ 調査票の内容が記録されている電磁的記
録 永年 

総務省統計局長 

経済産業大臣 

３ 調査区内事業所名簿 ３年 総務省統計局長 

４ 調査区内事業所名簿が記録されている電
磁的記録 ３年 同上 

５ 企業等名簿が記録されている電磁的記録 ３年 同上 
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調査事項一覧 
 

（調査の時点） 

無 印→令和元年10月１日現在          

下 線→平成30年１月１日～12月31日の１年間 

網掛け→平成30年年初及び年末現在 

 

１ 調査員調査 

 (1) 調査票（産業共通） 

  ・ 名称及び電話番号 

  ・ 所在地 

  ・ この場所での事業所の開設時期 

  ・ この事業所の従業者数 

  ・ この事業所の主な事業の内容 

  ・ 経営組織 

  ・ 法人番号 

  ・ 単独事業所・本所・支所の別等 

  ・ 消費税の税込み記入・税抜き記入の別 

  ・ 企業全体の売上（収入）金額、費用総額及び費用項目 

  ・ 相手先別収入割合（個人経営のみ） 

・ 設備投資の有無及び取得額 

  ・ 自家用自動車の保有台数（法人のみ） 

  ・ 土地、建物の所有の有無（法人のみ） 

  ・ 資本金等の額及び外国資本比率（会社のみ） 

・ 決算月（会社のみ） 

 

 (2) 調査票（産業別） 

  ＜共通事項＞ 

   ・ 名称及び電話番号 

   ・ 所在地 

   ・ この場所での事業所の開設時期 

   ・ この事業所の従業者数 

   ・ この事業所の主な事業の内容 

   ・ 単独事業所・本所・支所の別等 

   ・ 経営組織 

   ・ 法人番号 

別添１ 
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   ・ 消費税の税込み記入・税抜き記入の別 

   ・ 売上（収入）金額、費用総額及び費用項目 

・ 事業別売上（収入）金額 

  ・ 自家用自動車の保有台数 

・ 設備投資の有無及び取得額 

   ・ 土地、建物の所有の有無 

   ・ 資本金等の額及び外国資本比率（会社のみ） 

・ 決算月（会社のみ） 

  ＜卸売業、小売業＞ 

   ・ 年間商品販売額等 

   ・ 年間商品販売額等の販売方法別割合 

   ・ その他の収入の内訳 

   ・ 年初及び年末商品手持額 

   ・ 商品売上原価 

   ・ 小売販売額の商品販売形態別割合 

   ・ セルフサービス方式の採用 

   ・ 売場面積 

   ・ 営業時間 

   ・ 店舗形態 

  ＜建設業、不動産業、物品賃貸業＞ 

   ・ サービス収入の内訳 

   ・ 物品賃貸業のレンタル年間売上高及びリース年間契約高 

   ・ 業態別工事種類 

   ・ 相手先別収入割合 

  ＜飲食サービス業＞ 

   ・ サービス収入の内訳 

・ 相手先別収入割合 

  ＜医療、福祉＞ 

   ・ サービス収入の内訳 

  ＜サービス関連産業Ａ＞ 

   ・ サービス収入の内訳 

  ＜サービス関連産業Ｂ＞ 
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   ・ サービス収入の内訳 

   ・ 相手先別収入割合 

  ＜サービス関連産業Ｃ＞ 

   ・ サービス収入の内訳 

・ 相手先別収入割合 

 

２ 直轄調査 

 (1) 企業調査票 

  ・ 名称及び電話番号 

  ・ 所在地 

  ・ 経営組織 

  ・ 法人番号 

  ・ 企業全体の常用雇用者数及び支所等数 

  ・ 企業全体の主な事業の内容 

  ・ 消費税の税込み記入・税抜き記入の別 

  ・ 企業全体の売上（収入）金額、費用総額及び費用項目 

  ・ 企業全体の事業別売上（収入）金額 

・ 商品売上原価 

  ・ 年初及び年末商品手持額 

・ 設備投資の有無及び取得額 

  ・ 自家用自動車の保有台数 

  ・ 土地、建物の所有の有無 

  ・ 資本金等の額及び外国資本比率 

  ・ 決算月 

  ・ サービス収入の内訳 

  ・ 物品賃貸業のレンタル年間売上高及びリース年間契約高 

  ・ 業態別工事種類 

 

 (2) 事業所調査票 

  ＜共通事項＞ 

  ・ 事業所の名称及び電話番号 

   ・ 事業所の所在地 

   ・ この場所での事業所の開設時期 

   ・ この事業所の従業者数 

   ・ この事業所の主な事業の内容 

   ・ 本所等の別 
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   ・ 事業所の売上（収入）金額 

  ＜卸売業、小売業＞ 

   ・ 事業別売上（収入）金額 

・ 年間商品販売額等 

・ 年間商品販売額等の販売方法別割合 

・ 小売販売額の商品販売形態別割合 

   ・ セルフサービス方式の採用 

   ・ 売場面積 

   ・ 営業時間 

   ・ 店舗形態 

  ＜建設業、サービス業＞ 

・ 相手先別収入割合 













































集計事項一覧 

 

【調査票の回収状況（調査区分別）】 

第１表 経営組織、回答方法別回収率 

第２表 産業分類、回答方法別回収率 

 

【調査票の回答状況（調査区分別）】 

第１表 経営組織、調査事項別回答率及び補記率 

第２表 産業分類、調査事項別回答率及び補記率 

第３表 回答方法、調査事項別回答率 

第４表 産業分類、生産物分類・商品分類別事業所・企業数 

第５表 産業分類、生産物分類数・商品分類数階級別事業所・企業数 

別添３ 



経済センサス‐活動調査 試験調査の必要性 

 

１ 調査の目的・必要性 

 経済センサス‐活動調査（基幹統計調査）は、全産業分野の売上（収入）金額や費

用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済

活動を全国的及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を対象とした各種

統計調査の母集団情報を得ることを目的として、平成28年に２回目となる調査を実施

したところである。 

令和３年に実施する予定の経済センサス‐活動調査については、平成28年調査の実

施状況を踏まえた見直しのほか、「統計改革推進会議最終取りまとめ」（平成29年５月

19日統計改革推進会議決定）においてGDP統計を軸とした経済統計の改善が掲げられ

ており、SUT体系への移行に向けた生産物分類の適用及び副業の生産構造の正確な把

握が求められていることから、これらを踏まえた調査事項、調査票及び調査方法を実

地に検証するため、試験調査を実施する必要がある。 

 

２ 他調査との重複 

  本試験調査の検証事項を他調査で代替することはできない。 

 

３ 行政記録情報の利活用 

  本試験調査の検証事項を代替把握できる行政記録情報は存在しない。 

 

４ 事業所母集団データベースを利用した重複排除等 

直轄調査について、調査対象企業の選定に当たっては、事業所母集団データ

ベース運用管理規程等に基づく重複排除を令和元年７月下旬までに行う。また、

履歴登録については、速やかに調査対象名簿を提出した上で、最終的な調査結

果名簿については、令和２年３月下旬までに提出することを予定している。 

別添４ 



経済センサス‐活動調査の利用実態 

 

経済センサス‐活動調査は、全産業分野の売上（収入）金額や費用などの経理項目を

同一時点で網羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域

別に明らかにするとともに、事業所及び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を

得ることを目的とした調査であり、国や都道府県の施策立案の基礎資料となるのみなら

ず、民間企業などでも以下のとおり幅広く利用されている。 

 

１ 法令に基づく利用 

 ◆ 地方消費税の清算（地方税法第 72条の 114、同法施行令 35条の 20、同法施行規

則第７条の２の 10） 

  ※ 地方消費税は最終的に消費が行われた都道府県の税収となるよう、各都道府県

の「消費に相当する額」に応じて 按
あ ん

分。この「消費に相当する額」は、地方税

法施行令及び同法施行規則に定められた「消費に関連する指標」に基づいて計算

されており、その指標の一つとしてサービス業対個人収入額を利用 

 

２ 行政上の施策への利用 

 ◆ 産業別構成比、中小企業に占める小規模企業数の割合など、経済政策に係る各府

省の審議会等における審議の基礎資料 

 ◆ 地方公共団体における行政総合計画策定、企業立地促進・中小企業支援計画の策

定などに活用 

 

３ 事業所母集団データベースへの登録 

◆ 調査結果を事業所母集団データベースに登録し、各種統計調査のための母集団情

報を提供 

 

４ 国民経済計算及び産業連関表の推計への利用 

別添５ 




